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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 貨物船 第三鶴吉丸 

   船舶番号 １３３６３５ 

   総トン数 １９９トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２１年２月４日 ０６時３０分ごろ 

   発生場所 関門海峡西口付近 

         北九州市白州灯台から真方位１７０°６８０ｍ付近 

         （概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３０°４７.６′） 

 

 

                       平成２２年５月１３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船第三鶴
つる

吉
よし

丸は、船長及び一等航海士ほか２人が乗り組み、福岡県博多港に

向けて関門海峡西口付近を航行中、平成２１年２月４日０６時３０分ごろ同県北九州

市小倉北区白州南方沖の浅所に乗り揚げた。 

 同船には、左舷中央部船底に破口等が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２１年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年２月６日、１８日、２５日、３月２日、４日、６日、９日、１０日、

５月１１日、１３日、６月３日、１１月１１日 口述聴取 

  平成２１年２月１８日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、第三鶴吉丸（以下「本船」という。）の事故当時

のＧＰＳプロッター航跡映像写真並びに本船の船長及び一等航海士の口述によれば、

次のとおりであった。 

  (1) ＧＰＳプロッターの航跡 

    本船は、関門第２航路西口を出航後、北西の針路で航行して六連島西水路第

６号灯浮標（以下「６号灯浮標」という。）の北側を通過し、白州東方沖で西

に向けて航行中、北緯３３°５８.６７５′東経１３０°４７.５６１′で停止

した。 

   （写真１ ＧＰＳプロッター航跡映像写真 参照） 

  (2) 船長及び一等航海士の口述 

    本船は、平成２１年２月３日１０時２０分ごろ、船長及び一等航海士ほか２

人が乗り組み、鋼材約４２０トンを積載して徳島県徳島小松島港を出港し、

揚荷の目的で福岡県博多港に向かった。 

    船長は、当直体制を船長、一等航海士及び二等航海士の４時間単独３直制と

し、出入港時、狭水道航行時及び霧などによる視界制限時には、自ら在橋し

て操船指揮をとり、また、船橋当直者に対しては、ＧＰＳプロッターに入力

した予定針路で航行するよう指示していた。 

    船長は、２３時００分ごろ二等航海士に船橋当直を引き継いで降橋し、自室

で書類の整理をした後、翌４日０１時００分ごろに就寝した。なお、船長は、

関門海峡手前で昇橋するため、０４時００分ごろに起床するつもりであった

が、目覚まし時計をセットし忘れていた。また、関門海峡手前で昇橋してい

なかった場合や霧などにより視界が制限された場合には起こすようにという
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指示もしていなかった。 

    一等航海士は、０３時００分ごろ、山口県宇部港南東方約１０海里（Ｍ）付

近で、二等航海士から船橋当直を引き継ぎ、操舵スタンド後方に立って、単

独で当直に当たり、０５時００分ごろ、関門航路東口に入航したころ、船長

がいまだに昇橋しなかったが、船長は昼間、船舶所有者（山河海運有限会社、

以下「Ａ社」という。）や運航者（月星海運株式会社、以下「Ｂ社」とい

う。）に運航及び荷役状況を報告し、さらに夜間船橋当直についたので疲れて

いると思い、船長を起こさずに航行を続けた。 

    本船が山口県下関市巌流島付近を航行中、霧が発生し、視程が約１Ｍになっ

た。一等航海士は、このときも船長は疲れていると思い、視界が悪化したこ

とを船長に報告しないで、単独で船橋当直を続けた。 

    視程は、関門第２航路西口を出航したころ、約１,４００ｍに狭まり、一等

航海士は、０６時１３分ごろ、６号灯浮標から１１５°（真方位、以下同

じ。）１,１００ｍ付近で、針路を同灯浮標付近に向く約２９９°に定め、約

１１.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって

航行した。 

    本船は、０６時１５分ごろ、６号灯浮標から１０５°３００ｍ付近で、予定

針路である２７２°に向けて左転するころ、突然ＧＰＳプロッターの画面左

側部分の地形、本船の位置及び予定針路などが消えた。 

    一等航海士は、拡大及び縮小するなどの調整を試みたが、正常な状態に戻ら

ず、そのころＧＰＳプロッターの海岸線データが記録されたカード（以下

「海岸線カード」という。）を瀬戸内海用から九州西部用に交換する時期でも

あったので、海岸線カードを交換することとした。 

    一等航海士は、その際レーダーを見て、予定針路方向に同航船や反航船を数

隻認めたので、海岸線カードを交換する間、他船と接近しないよう、予定針

路に向けて左転せずに右に舵を切って針路を約３０２°とし、自動操舵に切

り替えて海岸線カードの交換を始めた。 

    一等航海士は、海岸線カードを短時間で交換して予定針路に戻すつもりだっ

たが、操舵位置後方にある配電盤下の引出しから九州西部用の海岸線カード

を取り出すとき、ケースごと床に落として散乱させてしまったので、目的の

カードを探すことに手間取り、その間、レーダーを活用して船位の確認を行

わなかった。 

    一等航海士は、０６時２６分ごろ、海岸線カードを交換し、ＧＰＳプロッ 

ターの画面が正常に表示されたことを確認後、前方を見たところ、左舷船首

２０°約１,４００ｍに白州灯台の灯光をぼんやり認め、予定針路からかなり
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外れたと思い、急いで手動操舵に切り替え、左に舵を切って約２６２°の針

路としたが、早く予定針路に戻さないといけないと思って操船に気を取られ

ていたため、レーダーやＧＰＳプロッターにより船位の確認を行わなかった。 

    一等航海士は、０６時２８分ごろ、同灯台から１２２°７５０ｍ付近で、同

灯台付近は水深が浅くなっていることを思い出し、さらに左に舵を切って約

２４０°の針路で航行中、０６時３０分ごろ、白州南方沖の浅所に乗り揚げ

た。 

    船長は、衝撃で目が覚め、急いで昇橋して乗り揚げたことを知り、Ａ社や海

上保安部に連絡した。 

    本船は、Ａ社が手配したサルベージ会社のタグボートにより離礁し、自力で

航行して関門港若松区に入港した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２１年２月４日０６時３０分ごろで、発生場所は、白州

灯台から１７０°６８０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長及び一等航海士の口述並びに損傷写真によれば、左舷３番バラストタンク船底

（左舷中央部船底）に縦約１３㎝、横約５㎝の破口及び船底全般に凹損及び擦過傷が

生じた。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

    船長 男性 ５６歳 

     五級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 昭和４７年７月１４日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１７年２月１７日 

      免状有効期間満了日 平成２２年７月２５日 

    一等航海士 男性 ５９歳 

     六級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成１７年３月２５日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成１７年３月２５日 
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      免状有効期間満了日 平成２２年３月２４日 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長 

    船長の口述及び船員手帳によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     昭和４２年ごろから漁船に甲板員として乗り組み、平成５年から貨物船な

どに乗り組んで、二等航海士、一等航海士を経て、同２０年８月に船長に昇

進した。本船には同年２月から乗り組んでいた。 

   ② 健康状態 

     病気などによる異常はなかったが、船橋当直につくほか、Ａ社やＢ社に対

する運航及び荷役状況の報告、書類の整理などにより、本事故発生前の一昼

夜はほとんど寝ていなかったので、疲労を感じていた。 

   一等航海士 

    一等航海士の口述及び船員手帳によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴等 

     昭和４２年ごろから漁船などに甲板員として乗り組み、平成１９年３月か

ら本船に甲板長として乗り組み、二等航海士を経て、同２０年５月に一等航

海士となった。船橋当直は平成１７年ごろから従事し、同１９年３月から単

独で行うようになった。また、関門航路は何度も航行しており、白州灯台付

近は干出岩が拡延しているので、近づかないように注意していた。 

   ② 健康状態 

     視力及び聴力などに異常はなく、事故前日は睡眠を約８時間とっており、

健康状態は良好であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １３３６３５ 

  船 籍 港  岡山県笠岡市 

  船舶所有者  Ａ社 

  運 航 者  Ｂ社 

  総 ト ン 数  １９９トン 

  Ｌ×Ｂ×Ｄ  ５７.０７ｍ×９.５０ｍ×５.３５ｍ 

  船   質  鋼 

  機   関  ディーゼル機関１基 

  出   力  ７３５kＷ（連続最大） 
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  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日  平成７年２月２２日 

 

2.5.2 積載状態 

  船長及び一等航海士の口述によれば、徳島小松島港出港時には、鋼材約４２０ト

ンを積載し、喫水は、船首約２.２ｍ、船尾約３.５ｍであった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) 一等航海士及びＡ社担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

    ① 本船には、ジャイロコンパス、磁気コンパス、レーダー２台及びＧＰＳ

プロッターが装備され、事故当時、レーダー１台及びＧＰＳプロッターが

作動中であった。ＧＰＳプロッターについては、画面左側部分の地形、本

船の位置及び予定針路などの表示が消える不具合が生じたが、ＧＰＳプ 

ロッター以外の機器類については、異常はなかった。 

    ② 事故当時、レーダーは０.５マイルレンジ、ＧＰＳプロッターは３～６

マイルで使用され、ＧＰＳプロッターには予定針路が入力されていた。 

    ③ ＧＰＳプロッターは、２年前に購入した。 

   (2) 船舶機器販売会社技術担当者及び船舶電気装備業者担当者の口述によれば、

次のとおりであった。 

    ① 海岸線カードのうち、瀬戸内海用の範囲は、大阪湾から福岡県宗像市 

地ノ島付近まで、また、九州西部用の範囲は、福岡県から鹿児島県まで

（豊後水道を除く）で、関門海峡付近は両カードの範囲に含まれていた。 

    ② ＧＰＳプロッターの画面表示については、航行中、画面が進行方向のエ

リアに自動で移行するが、移行するのに数十秒要することがあり、画面が

切り替わる際、一時的に画面が消えることがある。 

    ③ 事故後、ＧＰＳプロッターを検査した結果、正常に作動し、異常は認め

られなかった。事故当時にＧＰＳプロッターの画面表示が消えたのは、画

面が切り替わる際の現象で、一時的な不具合であったと考えられる。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐等 

   (1) 気象観測値 

     事故現場の南南東約８Ｍに位置する八幡地域気象観測所による事故発生時

間帯の観測値は、次のとおりであった。 

     ０６時００分 風向 南、風速 ０.４m/s、気温 ３.７℃、降水量 ０
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㎜ 

     ０７時００分 風向 静穏、風速 ０m/s、気温 ３.７℃、降水量 ０㎜ 

   (2) 潮汐及び日出時刻  

     海上保安庁刊行の潮汐表及び天測暦によれば、事故現場付近の事故当時の

潮汐は下げ潮の中央期で、潮高は約０.６ｍであった。また、日出時刻は 

０７時１２分であった。 

 

2.6.2 霧に関する情報  

  関門海峡海上交通センター担当官及び若松海上保安部担当官の口述によれば、次

のとおりであった。 

   (1) 関門海峡海上交通センターは、事故当日０５時００分に関門航路西部海域

及び中部海域において、視程が１,０００ｍ以下になったことを周知した。 

   (2) 若松海上保安部は、事故当日０７時２０分から０８時４０分まで、若松及

び奥洞海航路海域において視程が５００ｍ以下になったため、入航中止の勧

告を行った。 

 

2.6.3 乗組員の観測 

  一等航海士の口述によれば、天気は霧で、風はほとんどなく、視程は約    

１,４００ｍであった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の海図Ｗ１３５、灯台表及び潮汐表によれば、次のとおりであった。 

  (1) 白州は、関門海峡西口付近に位置し、東西約１,０００ｍ、南北約８００ｍ

に渡る干出岩で、その周囲は水深が浅くなっており、特に南側は８００～ 

１,４００ｍまで５ｍ等深線が張り出している。また、白州の中央には、単閃

白光、毎４秒に１閃光、光達距離８Ｍの白州灯台が設置されている。 

  (2) 発生場所付近は、白州南側の５ｍ等深線内にあり、底質が岩、水深が１.８

ｍであった。 

 

２.８ 安全管理に関する情報 

2.8.1 本船に対する指示事項 

  Ｂ社担当者の口述によれば、日ごろ、運航管理者は、船長に対し次のとおり指示

していた。 

   (1) ＧＰＳプロッターに予定針路を入力し、船橋当直者に予定針路で航行させ

ること。 
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   (2) 関門海峡は、船員法第１０条に規定する狭い水路に該当するので、船長が

在橋すること。 

   (3) 運航基準に従って、霧などによる視界制限時は船長が在橋すること。 

 

2.8.2 狭視界時の措置 

  Ｂ社の運航基準によれば、狭視界時の措置について次のとおり規定されていた。 

  （通常の航行の可否判断等） 

 第３条 （第１項～第３項 省略） 

 ４ 船長は、航行中、周囲の視程に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達した

と認めるときは、当直体制の強化、レーダの有効利用を図ると共にその時の状況

に適した安全な速力とし、状況に応じて停止、航路外錨泊又は経路変更の措置を

とらなければならない。 

  (1) 狭視界時は、視界３５００ｍを目安に船長が船橋に、 

          視界５００ｍ以下となった場合は船長の状況判断によるものと

する。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、０６時１３分ごろ、６号灯浮標から１１５°１,１００ｍ付近で

針路を同灯浮標付近に向く約２９９°に定め、約１１.０kn の速力で手動操

舵により航行し、同時１５分ごろ、同灯浮標から１０５°３００ｍ付近で、

予定針路である２７２°に変針するところ、針路を約３０２°として、自動

操舵に切り替えて北西進した。 

   (2) 本船は、０６時２６分ごろ、白州灯台から１０２°１,４００ｍ付近で手

動操舵に切り替え、針路を約２６２°とし、同時２８分ごろ、同灯台から 

１２２°７５０ｍ付近で針路を更に約２４０°として南西進中、白州南方沖

の浅所に乗り揚げた。 

 

3.1.2 事故発生時刻及び場所 

  ２.１、2.5.2 及び２.７から、事故発生時刻は０６時３０分ごろで、事故発生場
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所は白州灯台から１７０°６８０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員の状況 

    ① ２.４(1)から、船長及び一等航海士は、ともに適法で有効な海技免状を

有していた。 

    ② ２.１(2)及び２.４(2)から、船長は、船橋当直につくほか、Ａ社及びＢ

社への報告、書類の整理などにより、本事故発生前の一昼夜はほとんど睡

眠をとっていなかったので、疲労を感じる状態であった可能性があると考

えられる。 

   (2) 船舶の状況 

     ２.１(2)及び 2.5.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

    ① 事故発生前にＧＰＳプロッターの画面左側部分の地形、本船の位置及び

予定針路などの表示が消える一時的な不具合が生じたが、海岸線カードを

交換すると正常に表示された。 

    ② その他の機器類には、不具合又は故障はなかった。 

 

3.2.2 操船の状況 

  ２.１(2)、2.6.2 及び２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 事故当時、運航基準により船長の在橋が求められている視界３,５００ｍ

以下の状況となったが、一等航海士は、船長が疲労していると思い船長に報

告せず、単独で船橋当直に当たり、船長は、操船指揮をとっていなかった。 

   (2) 一等航海士は、予定針路に変針するころ、ＧＰＳプロッターの表示に不具

合が生じ、これを解消するため海岸線カードを交換する間、予定針路方向に

認めた数隻の船舶と接近しないよう、予定針路である２７２°に変針せずに、

針路を約３０２°として自動操舵により航行した。 

   (3) 一等航海士は、海岸線カードをケースごと床に落として散乱させてしまっ

たので、目的のカードを探すことに手間取って、海岸線カードの交換に時間

を要した。 

   (4) 一等航海士は、海岸線カードを交換し、ＧＰＳプロッターの画面が正常に

表示されたことを確認した後、船首方に白州灯台の灯光を認めて予定針路か

らかなり外れたと判断し、予定針路に戻すことに注意を奪われたため、レー

ダーやＧＰＳプロッターにより船位の確認を行わず、手動操舵に切り替えて、

針路を約２６２°とした。 
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   (5) 一等航海士は、白州灯台付近の水深が浅くなっていることを思い出し、船

位の確認を行わず、さらに針路を約２４０°とした。 

 

3.2.3 気象及び海象に関する解析 

  ２.６から、事故当時の気象及び海象は、天気は霧、風はほとんどなく、視程は

約１,４００ｍで、潮汐は下げ潮の中央期であったものと考えられる。 

 

3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.８及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

   (1) 本船は、関門海峡西口付近において、ＧＰＳプロッターの表示に不具合が

生じ、一等航海士が、これを解消するため海岸線カードを交換する間、予定

針路を離れて北西進し、同カードの交換を終えた後、船首方向に白州灯台の

灯光を認め、予定針路に戻すため左転する際、船位の確認を行わずに針路を

約２６２°として航行したものと考えられる。 

   (2) 一等航海士は、海岸線カードの交換に時間を要して予定針路をかなり外れ

たと判断し、予定針路に戻すことに注意を奪われたため、レーダーやＧＰＳ

プロッターにより船位の確認を行わなかったことから、白州南方沖の浅所に

向け航行していることに気付かなかった可能性があると考えられる。 

   (3) 一等航海士は、事故当時、運航基準により船長の在橋が求められている視

界３,５００ｍ以下の状況となったが、船長が疲労していると思い船長に報

告せず、単独で船橋当直に当たっていたものと考えられる。 

   (4) 船長は、運航基準により在橋が求められている視界３,５００ｍ以下の状

況において在橋していなかったが、在橋していれば、本事故の発生を回避で

きた可能性があると考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、夜間、本船が関門海峡西口付近を航行中、単独で船橋当直に当たってい

た一等航海士が、ＧＰＳプロッターの不具合を解消しようとして海岸線カードを交換

する間に、予定針路を離れて北西進し、同カードの交換を終えて予定針路に戻すため

左転する際、船位の確認を行わなかったため、白州南方沖の浅所に向け航行している

ことに気付かず、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 一等航海士が船位の確認を行わなかったのは、海岸線カードの交換に時間を要して
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予定針路をかなり外れたと判断し、予定針路に戻すことに注意を奪われたことによる

可能性があると考えられる。 

 

 

５ 参考事項 

 

 一等航海士及びＢ社担当者の口述並びにＢ社作成の「第三鶴吉丸乗揚事故対策まと

め」によれば、事故後、Ｂ社及びＡ社は次のとおり再発防止対策を講じた。 

(1) Ｂ社は、Ａ社に対して、次に掲げる事項について改善命令を発し、Ｂ社が管理

している船舶に本事故の教訓を文書で通知した。 

① 船橋当直者は、ＧＰＳプロッターの一時的な不具合を念頭に置き、海図を主

体とした航行をすること。 

② 船橋当直者は、主に目視やレーダーにより船位の確認を行い、ＧＰＳプロッ

ターは補助的に使用すること。 

③ 船橋当直者は、予定針路を航行し、同針路を変更する場合、必ず船長に報告

すること。 

④ 船橋当直者は、狭水道航行時及び霧などによる視界制限時に、船長が在橋し

ていない場合、理由を問わず、その旨を船長に報告すること。 

(2) Ａ社は、海岸線カードの保管場所を、操舵位置後方にある配電盤下の引出しか

ら操舵スタンド上に移動し、同カードを交換しやすくした。 
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